
 

1 

○ 

金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
の
手
続
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
三
年
大
蔵
省
令
第
二
十
七
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

。 
 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
吸
収
合
併
存
続
銀
行
の
事
後
開
示
事
項
） 

第
九
条 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

［
一
～
四 

略
］ 

五 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
協
同
組
織
金
融

機
関
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
又
は
記
録
が
さ

れ
た
事
項
（
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
） 

［
六
・
七 

略
］ 

 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
二
十
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方

式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら

れ
る
記
録
で
あ
つ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記

録
し
た
も
の
と
す
る
。 

（
吸
収
合
併
存
続
銀
行
の
事
後
開
示
事
項
） 

第
九
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
協
同
組
織
金
融

機
関
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ

た
事
項
（
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
） 

 

［
六
・
七 

同
上
］ 

 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
二
十
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の

と
す
る
。 

  

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 

 


